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（１）理美容所における理容師、美容師混在の件

理容師も美容師も、お客様の要望に沿って、髪の毛を切ったり、カラーしたり、

パーマしたり、ブローして、お客様にご満足して頂く職業ですから、髪の毛に

対して施術する技術としては大差ないと思います。

当社でも、過去にありましたが、経験を積んだ理容師免許を持った人が美容室

では働けない、という現状は理容師免許をもった人の就業機会を阻んでいます。

現在、減少しつつある理容所で働けなくなった理容師は、美容師よりも就業選択

の機会が少ないので、理容師、美容師の垣根をはらい、彼らが働きたい会社（店

舗）で働けるようにすべきと思います。

理容師と美容師の決定的な違いは、シェービングができるか否か、という内容に

つきます。

理美容師が同一の美容室で働けるようになれば、女性に対する顔剃りや、首筋な

どのうぶ毛剃りも美容室でできるようになり、女性のお客様にはとても喜ばれる

と思います。

（２） 理容師、美容師の免許制度統一の件

美容課の学生にもシェービングを教え、現在二つに分かれている資格制度を一本

化すべきと思います。

専門学校を出た理容師も美容師も、会社（店舗）に入社して、すぐに入客するこ

とはできません。

業界の私達が、数年かけて社内で技術を教え、それぞれの会社が設定している技

術水準をパスした技術者だけが、お客様に施術できるようになっている現状です。 
各専門学校では、理容課は常に定員割れの状況にあり、理容課を廃止している学

校も出ています。また、理容師国家試験の合格者数も国で約 1,500 人程度です。 
一方、美容師国家試験の合格者数は全国でも２万人弱はいる現状です。

このような現状で、二つの免許を分けておく必要があるのか疑問です。

免許を一本化すれば、上記（１）の件もおのずとクリアーされます。

２年間の学習課程の見直しを行い、カット、パーマ、シェービングの３つの技術

の基本を教えて、免許統一を行うべきと思います。
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